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議会運営委員会 

 

令和５年２月８日（水曜日）午後１時００分開会 

 

出席委員（８名） 

委 員 長 齊 藤 誠 之 副 委 員 長 星   宏 子 

委 員 山 形 紀 弘 委 員 中 里 康 寛 

委 員 森 本 彰 伸 委 員 鈴 木 伸 彦 

委 員 小 島 耕 一 委 員 大 野 恭 男 

 

欠席委員（なし） 

 

オブザーバー（２名） 

議 長 松 田 寛 人 副 議 長 相 馬   剛 

 

説明のための出席者（なし） 

 

出席議会事務局職員 

事 務 局 長 増 田 健 造 議 事 課 長 相 馬 和 男 

議事課長補佐 
兼庶務係長 

印 南 恵 子 議事調査係長 長 岡 栄 治 

主 査 飯 泉 祐 司   

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．挨 拶 

  ３．協議事項 

   ⑴事務事業評価について 

   ⑵議会基本条例の見直しについて 

   ⑶議員定数の見直し条件について 

   ⑷模擬議会の報告について 

   ⑸議選監査委員のあり方報告について 

   ⑹次年度の取組実行計画について 

   ⑺その他 
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    那須高林産業団地賠償の議案の取扱いについて 

    次回開催 ２月１７日（金）午前１０時～午後３時 

  ４．閉 会 
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開会 午後 １時００分 

 

◎開会の宣告 

○齊藤委員長 皆さん、お疲れさまです。全員協議

会延び延びになっちゃって、30分ぐらいしかなか

ったので、お昼も食べられなくてどうもすみませ

ん。 

  早速ですけれども、議運のほうを始めさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎委員長挨拶 

○齊藤委員長 早速協議事項入ります。 

  開いていますか。挨拶30分くらいしかないもの

で、御協力お願いします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎協議事項 

○齊藤委員長 １番目の事務事業評価についてです。

事務事業評価、この間ですね、皆さんのほうで各

会派でやっていただいたＰＤＣＡサイクルシート

ということで、まとめていたものを事務局のほう

であらかじめまとめていただいたので、こちらち

ょっと目を通しておいていただいてよろしいでし

ょうか。 

  まだ時間がちょっとなくて、正副のほうで終わ

っていない事項が終わったのもまだ追加していな

いんですね。この間、模擬議会とか終わっている

のに。だから、それが終わった後に全協に提出す

るということで、一旦ここのこの間、皆さんの言

ったものをまとめているということで御理解いた

だければと思います。 

  その後、またサイボウズか何か通してできるよ

うにしていきたいと思いますので、次回の定例議

運までに準備して提示したいと思うので、一応見

ておいてください。よろしくお願いいたします。

ばっとやっていって時間戻ったらまた見てくれれ

ばと思います。すみません。やっていきたいと思

います。 

  続きまして、一応事務事業評価について何かあ

りますかと言っても、目を通している人いるかな。

なければ、たぶんここから見るようになっちゃう

ので、時間かかっちゃいますよね。なので取りあ

えず見ておいてください。お願いします。 

  じゃ、１番のほう閉じます。 

〔「それでいいです」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 続きまして、議会基本条例の見直し

についてに入ります。ありがとうございます。 

  こちら５枚ベースになっているんですが、この

間、皆さんからいただいたものをベースに、変更

すべき点というところをページめくっていただく

と分かるんですけれども、２枚目、例えば上段か

ら中段にかけて、第４条の⑷のところに日常の調

査研究と、黄色枠の赤文字が入っていると思うん

です。こういうふうに修正していきますよという

のを用意いたしました。 

  ５点ほどあったんですけれども、まず、５分の

２がこのページ、５分の３のところなんですが、

⑶について上の段ですね。第９条の市長との関係

の⑶のところについて、議員は開期中または閉会

中にかかわらずというところがあったと思います。

通年議会だからいいんじゃないのかというお話を

会派の皆さんから委員の皆さんから御意見いただ

いたんですが、一応那須塩原市議会、確かに通年

議会を取っているんですが、一会議制なんですけ

れども、残念ながらずっと開いているわけじゃな

くて、一旦４月30日で閉じちゃうんですね。そこ

から５月の臨時会議が行われるまでは閉会中にな
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るという文言が入りますので、一応閉会中にかか

わらずは生かさなければいけないんだよなという

ことになったので、この黄色い部分はこういうふ

うなんですよと説明を書いているだけで、この参

考に関しては、このままいきたいなと思ったんで

すけれども、大丈夫ですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  次が、議員間討議のところになります。 

  議員間討議につきましては、以前、市長等に対

する出席要請を必要最小限にとどめという表現を

ちょっと見直したほうがいいんじゃないのかとい

うお話があったので、副議長にもちょっとアドバ

イスをいただきながら、当初は議員間討議という

ものを、まだこういうふうにクローズアップされ

る前のときに、議会基本条例を整備してきたとい

う経緯があったらしく、何でもかんでも執行部に

聞いて物事をやっていくのではなくて、そういっ

たものを情報にしっかりと議員間で討議していこ

うという意味合いも込めて、こういう表記があっ

たというんですけれども、いろいろな自治体を参

考にさせていただいて、事務局とちょっと整備さ

せていただいてこういう案にしました。 

  まず、第12条として議員間討議による合意形成

ということで、議会は言論の場であることを十分

に認識し、議員相互間の討議を中心に運営されな

ければならない。これが１項目ですね。 

  次のページ、２項として、議会は本会議、委員

会、その他の会議において議案の審議及び審査並

びに政策の立案及び提言に当たり、結論を出す場

合にあっては、合意形成に向けて議員相互間の議

論を尽くすように努めるものとすると。この２つ

の論法でまず議員間討議の認識をしっかりと持っ

て、その議員間討議を行うものは、これらの場所

でやっていくんだよというものをつくらせていた

だきました。こういったのでどうかなと思ったん

ですけれども、こちらで皆さんの御意見いただき

たいと思います。ここで１回止まるので、よその

議会も同じなんですけれども、合意形成に向けて

話し合ってくださいというのがメインになってい

ます。そこにうちらは政策形成サイクルがあるの

で、政策立案ということで、そちらも出していこ

うと。係長のほうがよく調べてくれて、前文に政

策形成立案とか書いてあるんだけれども、どうで

すかと言ってくれたんですが、僕のほうもなるべ

くここに入れたいんだということで、ここを付け

足してくれたという流れになっています。 

  なので、議案に関しては執行部から出される議

案に対しての議員間討議というものも必要ですし、

これから政策形成サイクルを使って立案とか提言

をするときに、皆さん同士で議論することもある

という二極立てで議員間討議を行っていかなけれ

ばならないということになりますので、この２項

をつくらせていただいたという形になります。ど

うでしょうか。御意見番どうですか。 

〔「いいです」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 大丈夫ですか。いつもなら何とか言

うのに。 

  山形委員。 

○山形委員 その他の会議においてということは、

全員協議会みたいなところも含まれるというふう

な感じなんですか。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  基本的にそういうことになります。その他の会

議は、協議の場も含めてになるんですが、ただ議

員間討議という名前を使ってやるわけでもないの

で、議員間で行える場所として本会議、委員会の

以外にもという意味では、その他の会議はそこら

辺に含まれる。 

〔「分かりました」と言う人あり〕 
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○齊藤委員長 ただ、まだ本会議の運用というもの

は実はまだないというのと、まだつくられていな

い、実は。ということで、多分会議規則とかが直

っていないんだよね、本会議を除くと。 

〔「この後、実はちょっと説明させていた

だけたら」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 じゃ、説明しますか。大丈夫ですか。

しちゃいますか。 

  じゃ、係長。 

○長岡議事調査係長 それでは、先ほどの議員間討

議もう１点、市議会のほうでは議員間討議の実施

要綱というものを持っておりまして、こちらのほ

うで具体的な規定というものを定めております。 

  先ほどの基本条例に、もし２条立てに変えたと

すると、今度はこちらの実施要綱の中に、今まで

は12条という１条だけでしかつくってなかった文

言だったんですけれども、議員間相互の討議及び

議員間相互の議論というような２条立てで、もう

一回戻ると、これを先ほど基本条例に書いてある

ので、その文を追加しているということなんです。 

  12条の一番右下になりますけれども、議員総則、

議会は言論の場であることを十分認識、議員間相

互の討議を中心に運営されなければならないとい

うこの議員間相互の討議という部分とすみません。 

  次のページです。 

  ２項のところで議会は本会議、委員会及びその

他の会議において議案の審議及び云々、真ん中か

ら２段目ですね、合意形成に向けて、議員相互間

の議論を尽くすよう努めるものとする。ちょっと

今これ討議と議論て２つの言葉が出てきているん

ですけれども、ちょっと会津若松市議会を参考に

しておりまして、討議というのは、それぞれの意

見を出し合うというような意味合いになります。

議論というのは、ここはあくまで結論を出す場合

に当たってはということで、１つの回答に向かっ

てみんなで協力していくよと、そういったのが議

論だよというふうな言葉の定義がありましたので、

違いをつけていくということです。それを先ほど

の実施要綱で２つあるということで、実施要綱の

一番上ですね。そちらに２つの討議と議論、これ

を追加させていただければと考えております。 

  一応、第３条にも、今回ちょっと付け加えさせ

ていただいたんですけれども、基本条例の中では、

本会議でもできるよというふうに定めていますの

で、取りあえず例規上は議員間討議実施要綱の方

をそろえてはどうかと。ただ運用に当たっては、

実際本会議でどうやるかというのは、また定めて

から実際やるというような例規上のならしをして

はどうかという提案をさせていただきます。 

  以上です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  ということなので、最初ここにあまり書かない

で、じゃ、議員間討議実施要綱に定めると書くか

とかという話もあったんですけれども、基本的に

は両方そろえていこうということで、どちらかと

いうと、この実施要綱よりは議会基本条例に我々

は目が行きがちなので、そこのほうにしっかり明

確化していくほうがいいだろうということで、こ

ういうふうに提案をしていったらどうかというこ

とになりました。なので両方そろっていますので、

どうかなというふうに思うんですけれども、副議

長どうですか。いけそうですか。 

○相馬副議長 基本条例のほうはいいんだと思うん

ですけれども、この実施要綱に並べてというふう

になった場合に、本会議で今まで入っていなかっ

たんです。ちょっと時間的、技術的に本会議では

できないだろうということで、今までは外してい

たんですけれども、これ入れるということになれ

ば、相当ある程度、覚悟をしなくちゃならないと

いうことになりますね。たしか手続上は議員間討
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議をしたいというふうに言われれば、これが入っ

ていると、本会議でも議員間討議に入りますとい

うふうに持っていかなくちゃいけないので、です

よね、たしか手続上はね。議長かもしくは委員会

の場合は委員長がそういうふうに振っているんで

すけれども、あとは討議すべき点がございますか

というふうに口述ではなっているんです、今は。

やりたい人とかではなくて、でも、議員から議員

間討議の申出というのができるはずなので、これ

について議員間討議したいというふうになったら

議員間討議にするかしないかは諮って、議員間討

議をするとなったら議員間討議に入るんですけれ

ども、本会議で誰かがこの件について議員間討議

をお願いしますと言ったときに、どういうふうに

それを議員間討議として拾って、本会議で26人で

議員間討議をできるのかどうかをシュミレーショ

ンしないと。それでここの基本条例と実施要綱の

それのということなんですけれども、ここで実施

要綱にそれを入れると、恐らくどこかで議員から

申出があった場合は、議長は受けなくちゃならな

くなるので、それをどうするか。いやもう全員が

理解して本会議でも議員間討議をやりますという

のであれば、それでいいと思いますけれども…… 

〔「可能性はありますよね」と言う人あ

り〕 

○相馬副議長 本会議でもやるというふうにするの

であれば、このとおりでいいと思います。今まで

はやらない本会議では抜くとずっと言ってきたの

で…… 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  一応、行うことができるというのと口述自体は

本会議の場合だけちょっとレベルを上げたほうが

いいのかなと思っていますので、委員会はやりや

すいように、その排除型をやめて今委員長のほう

で討議すべき点はございますかということで先に

投げかけてあげているやり方をしているんですよ

ね。意見なのか、討議なのかどちらかはっきり決

めてやってくれというやり方しているんですけれ

ども、本会議でそれやってしまうと、さっきの何

だか分からない質疑ばかりにいっちゃって、全員

協議会という言葉をまず知ってくれという話なん

ですが、というふうに、ちょっとぐちゃぐちゃに

なっているので、これ一応行うことはできるんだ

けれども、まだ本会議については、ここがならし

ただけであって、この先の議運か何かでその手法

的なもの、それは一番最初に初期型でやった１人

がやりたいと言ったとしても、内容が納得いかな

ければ議員間討議は行わないみたいな感じのもの

を本会議にだけは装備しておけば、相手方の執行

部座ったままやるようになっちゃうので、相当な

時間を要するというところがありますから。そこ

に関しては、ちょっとまた考えていけるようにと

いうことで、一応こちらならすのに実施要綱なら

ってないとという話だったので、合わせていると

いう解釈でしていただければ。気づいてやる人は

まだいないと思うんですけれども、すみません。

よろしくお願いしたいと思います。 

  局長。 

○増田事務局長 私は今、この議員間討議の導入状

況をちょっと見ているんですけれども、本会議で

導入しているところはサンプル数1,327の自治体

のうち24％が導入している実績があります。本会

議の導入実績が15％あるんですけれども、何に規

定しているかというところを見てみますと、議員

間討議を導入している312議会のうち240議会77％

が基本条例で規定と書いてあるのね。会議規則や

実施要綱で詳細を定めているところがある。 

  私も感じるところなんですけれども、さっき係

長が言いましたけれども、会津若松なんかは会議

規則で定めています。本会議を規定するものをこ
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の実施要綱でいいのかなというのをものすごく今

私は感じたんですね。やっぱり基本条例か会議規

則、このどちらかで私も規定すべきなんじゃない

のか。それがいけないとは言わないですよ。実際

に要綱でやっているところが北海道の富良野市議

会とかもやっていると書いてありますけれども、

会津とかそういったところが会議規則で、あとは

基本条例が七十何パーセント、これマニ研の資料

です。 

  そう考えると、本会議の規定が実施要綱という

のは、本会議は重いものなので、基本条例か会議

規則のほうがいいんじゃないのかなというのが、

私の個人的な見解です。 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  ここに明記すること自体がどうなのかというよ

りは、手法的なものをどこに載せればいいのかと

いうふうに思ったんですけれども、僕の場合は。

なので、会議規則にもちろん必要であれば、会議

規則には先ほど言った、前は多分委員会条例とか

そういったところにしっかりとそれか先例事例に

申し出をした跡というのが残っていて、実は今の

口述にまだ直されていないんですよ。今、副議長

が言ったまま残っちゃっている。議員間討議のや

り方ということで、だけれども、毎回それをやっ

ていて人が出たり入ったりとかいろいろやってい

ましたよね。あのままで委員会の口述を実は前期

の常任委員会２年間で直しちゃって、討議すべき

案というふうになるべく議員間討議をさせようと

いう目標の下やっていたんで、実は見直しもまだ

図られていないという状態なので、併せて整理で

きるように、そのときに本会議のほうもどういう

ふうに議論すべきかを、またちょっと次年度のそ

れこそ取組か何かに上げていただいて、調べてい

ただければなと思っている。今からやるとちょっ

と間に合わないので、簡単なものしかできないで

すから。局長の今の意見もいただいて、どちらに

定めるかも含めて検討していきたいと思いますの

で、御助言ありがとうございました。 

  じゃ、項目的には取りあえず一番重たいので議

会基本条例のほうはこちらでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 ありがとうございます。 

  じゃ、次の件なんですが、例の大学生とのパー

トナーシップ協定ということで、昨今、議長のほ

うが結んででまいりました件について、当時は議

会基本条例の議会事務局というところに載せてい

こうという話で、私どもがどうしても議会事務局

の機能向上のみならず、議会側としてもしっかり

と調査研究に使えるたびに大きな力になるという

ことで、当初は正副のほうで議会事務局及び議会

ということでつくろうと思ったんですけれども、

ちょっとそこも事務局と話をして、第13条のほう

の調査研究のほうに上げて、そちらのほうに議会

は議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、

各分野の専門家や専門機関との連携に努めるもの

とするというものを新たに追加したらどうかとい

うことで、今回提案させていただきます。 

  議会事務局という機能をよその議会とかも参考

にさせていただいたんですが、そこに関してはこ

の文言以上どこもついていないというのがあった

ので、議会が結局そういった関係機関と話し合い

をして、いろいろ情報データ収集であったり意見

交換していくということは、そこに必ず事務局が

ついたりしていくというところもあるので、機関

的に調査研究部門に属したほうがいいんじゃない

のかということと、ここに明記することによって、

その大学生とのパートナーシップ等々の検証もし

やすいんじゃないのかというのもあったんで、こ

ちらのほうの条に移したいと思ったのと、内容が

こんな感じなんですけれども、これについてもち
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ょっと意見をいただきたいと思います。大丈夫で

すかね。 

  議会事務局自体は、議会の政策や立案機能向上

を図るために議会事務局の機能を上げましょうと

いうことだったんですが、それがイコール大学生

とのパートナーシップに結び付けるというのがち

ょっと難しかったというのがあったんで、であれ

ば、基本的には議会がメインになっていくとなる

と、調査研究部門にこの条項を入れて、今後の検

証で大学生等を入れるのであれば、基本条例の中

の13条の２項が該当するよというふうにやってい

ったらどうかという話なんですけれども、大丈夫

でしょうか。そんな話をしつつ、もし意見があっ

たら、また定例議運のときに言ってください。あ

と10分しかなくなっちゃったので。一応、ここだ

け見ておいてください。 

  じゃ、２番のほう閉じちゃいますね。 

  じゃ、次３番いきます。 

  議員定数の見直しについてです。お願いします。

押してください。 

  こちらもまた定例議運までにお話ししてもらえ

ればいいと思ったんですけれども、考えられる条

件ということで、皆さんこの間言ってくれたとお

り、次期の改選にはなるべく立候補していただい

て、まず無投票は避けるということを前提に、そ

の選挙の状況を見て、次の次の選挙のときに、そ

の議員定数の在り方を取り組みやすくするための

条件として、折衷案として出させていただいた。

丸がちょっと増えているんですけれども、これは

皆さんのもし案があれば、またいただいて決めて

いきたいという形で出させていただいております。

前回もちょっと似たようなの出していたと思うん

ですけれども、まず定数変更条件として、削減確

定事項ということで、例えば無投票、これは無条

件でもうやるべきだということですね。あと投票

率の低下ということで、直近の投票率40％を下回

った場合はどうかと。これも結構厳しい意見だと、

もう42.99なので、あっという間ですよね。この

間、小島委員が言ってくれた人口減少ということ

で、これは有権者数が15％減少した場合。難しい

です。これは一応考えておいてください。また一

応案として、議運にて削減協議というものは、こ

ういった条件になったらその選挙が終わった後の

議会運営委員会で話してもらいたい条項という意

味で、この議運にての削減協議という話になって

います。 

  これが立候補者数の減少、例えば少数激戦の場

合、１名オーバー、２名オーバー、あと財政面、

これは言ったとおり、財政状況が著しく悪化とい

うことなので、これはちょっとしばらくないかも

しれないですけれども、あと新規の若者20代、30

代や女性の立候補者が１人もいなかった場合、あ

と次期選挙までに市民から定数削減との要望等が

入り協議した結果、減らせ減らせと、もしすごい

圧力がかかった場合ですね。あとは５番として、

那須塩原市議会での不祥事ということで、こんな

のがあった場合ですね、ちょうど重なった場合に

は、これは２番目のものは選挙が終わった後の話

なので、そこで議運で削減を検討するという形に

なると、２段階で構えている状態ですね。結果を

受けての対応は議運とするということで、令和７

年の選挙後から適用と。協議事項は削減人数を何

人にするのかということと、定数条例が変更とい

うことで、これは決まったときに動き出せばすぐ

間に合う。４年間その次期の選挙の後４年間ある

ので、そこでできるとは思うということですから。

ちょっとこの条件を見つつ、うちらのほうの今の

現議運のほうで条件整備だけはして終わらせてい

きたいと思っていますので、一応ここのところを

頭に入れて、また今度の定例議運が17ですよね。
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なんであと８日後なんですけれども、ちょっと見

ておいてください。意見いただければと思うので、

よろしくお願いしたいと思います。 

じゃ、これも終わり。 

  ⑷です。模擬議会の報告です。 

  こちらはよくある方式で作りましたので、ざっ

と見ておいていただきたいと思います。見ておい

ていただいて違和感なければ、このまま次回の全

協で報告をしていきたいと思います。 

  もう一つのほうですね。出してもらっちゃって

いいですか。議運のほうで皆さんがいいよと言っ

ていただいた出てきた意見の割り振りです。 

  こちらちょっと押していただいてよろしいです

か。私のほうでざっくりとざざざっと割っておい

たんですけれども、割り振っておいたんですけれ

ども、ちょっとバランスいいのか。総務多そうな

気がするんですけれども、総務企画８、福祉が２、

建設経済６ということで、重複分はカウントされ

ています。 

  例えば、１番のテーマであれば、これ３常任委

員会全部関わっちゃうんじゃないかなというイメ

ージがあったので、こう振らせていただいていま

す。どこかが代表して１つで割り振るか。委員会

のほうでそれぞれ協議していただいてから、例え

ば総務一括でまとめるとかという形で動ければい

いかなとは思っています。 

  ２番目も建設経済で、これちょっと見ながら自

分の委員会で適しているかどうかをちょっと見て

いただきたいんですけれども、ちょっとこの割り

振りで皆さんのほうで見ていただいて、大変申し

訳ないんですけれども、３月の定例会常任委員会、

多分３日間ぐらいで予算当初で終わると思うんで

すけれども、４日目か何かを使って、これの話を

していただきたいと。この後に、もし振れるとこ

ろがあれば、各執行部のほうにこういった案件が

あるんだけれども、調査しているものに関しては、

ちょっと投げかけてみるということと、あと実施

できないものに関しては、引き続き、調査研究と

いうことで、どういうふうに対応していくべきか

というところまでいければいいかなと思っていま

す。簡単に要望できそうなところに関しては、そ

のまま出しちゃってもいいのかなとも思っている

んですけれども、一応今回はなるべく出た意見を

アクションで返していくということになるので、

続けて引き続いてやっていきますというような話

というふうにやれればいいなと思っていますので。

ちょっと割り振りだけ見ておいてもらって、何か

違和感あれば、後でまた言っていただいてよろし

いでしょうかね。寄せ付けとかにならないように、

喜んでやりますみたいな感じだと理解していると

思います。 

○鈴木委員 ３つあるのは１つにまとめる。それと

も、全部一緒にやっちゃっうってこと。 

○齊藤委員長 そのゾーンで考えられるものという

のがあるので、その中の話し合いをするというふ

うにしてもらえれば。 

○鈴木委員 予算委員会で出す根拠までやるんだね。 

○齊藤委員長 予算委員会の中の常任委員会で各委

員会での部門で、この同じテーマをやっていただ

く。例えば多様なセイだと企画でやれる部分と福

祉でいけば、そういった学校関係になるし、うち

ら建設経済だと公園関係とか、いろいろなってい

くんですね。なので、全てに一応網羅できるもの

を出して、出すときは総務さんみたいな感じとか

常任委員会でしか結局出しようがないので、議運

であるようなものは議運と思ったんですけれども、

議運なんて全然ないので、一応そういうふうにで

きればなとは思っています。昨今、山形委員長を

中心に常任委員会の議長として出したんですけれ

ども、あれとは別にもう模擬議会としてやってき
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た方向性を出すだけで、また関心度が上がるかな

とは思ったんで、全て通せるか通せないかは、そ

の常任委員会の中でちょっともんでいただければ

と思います。時間がちょっとない中で申し訳ない

んですけれども、駄目なら次回の委員会にちょっ

とパスするかという感じになっちゃうんですけれ

ども、一応、一回話し合っていただければと思い

ます。よろしくお願いします。じゃ、こちらも閉

じます。 

  議選監査は５番なんですが、すみません。間に

合っておりませんので、次回までに何とかします。 

  ⑹番になります。 

  次年度の取組実行計画ということになるんです

が、これが先ほど言ったとおり、そこに取組実行

計画を今年度の議会運営委員会で決めて、次年度

以降の議運のメンバーでやっていただくというこ

とになりますので、皆さんの意見を、まず会派も

含めて取りまとめしたいと思います。その間に正

副のほうでも案は出していきますので、２月15日

ぐらいにお願いしたいと思います。 

  これは前も言いましたけれども、最終３月定例

会議に議決をいただかないと実行できませんので、

そこまでになければ、結局正副案になっていくか

なということは思っていますから。何かしていき

たいというものがあったらいただきたいのと、ま

だ議会運営の中で、その他の課題が残っている状

況ですから。何か見つけたら、ちょっとこちらで

上げていただければ、事務局のほうに上げていた

だければ正副のほうに来ますので。皆さんの御協

力をお願いしたいと思います。なくても一応各会

派で話し合っていただいて、何かあるといってな

ければないで大丈夫ですので、よろしくお願いし

ます。 

  係長。 

○長岡議事調査係長 確認ということで、先ほど、

委員長に言っていただいたとおり、15日、水曜日

にそれぞれの御意見、次期で取り上げたほうがい

いというテーマがありましたら、こちらを事務局

にサイボウズでお送りいただければと思います。

一応、取組実行計画の中で、基本条例の何条でそ

れに紐づいてテーマ何とかということで、そのフ

ォーマットでいただければありがたいなと思って

おります。よろしくお願いします。 

○齊藤委員長 すみません。一応今年度の反省点と

しては、結構頑張り過ぎて大変だったというのが

あったんで、数もちょっとシンプルにしていくの

もありかなというのもございますから。たくさん

言っていただいて、やるやらないは後で決められ

ますから。とにかく一旦情報をいただければと思

います。 

  あとＰＤＣＡサイクルシートの先ほど複合して

やっていたと思うんですけれども、そこで目的達

成等は、条項がもし整ってないものからも、うち

ら選抜して出していきますから、その辺も一応参

考にしてください。じゃ、６番の取組実行計画も

閉じます。 

  最後、その他になります。 

  その他について１つなんですが、先ほど、全協

の中で、いろいろと質疑等々が多かった産業団地

の不法の異物のあれですよね、撤去の問題なんで

すが、３月の定例会議について議案の取扱いを今

度やっていくんですけれども、委員会付託として

付託となると建設経済になるんですが、しっかり

と慎重審査をしていったほうがいいか。そのまま

普通の議案として本会議でならしていってしまう

かというところの意見をちょっと皆さんから聞き

たかったんですけれども、どうですかね。 

〔「次回で」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 付託にするかしないかなんですが、

皆さんとしてはどう思われますか。 
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  小島委員。 

○小島委員 基本的に言えば、委員会付託で私はい

いと思います。その中で委員会に付託した後、本

会議で議決で別に問題はないと思っています。 

○齊藤委員長 分かりました。そのほかございます

か。議論に関しては、たぶん二本立てというわけ

じゃないんですけれども、何本かありまして、も

ともと事が起きた経緯を探りたいというそういっ

た調査とあとはその出てくる金額に対しての調査

というふうに予算に関するものと二本立てで行わ

ないと勘違いした審査になってしまうというのが

あって、今後またぽんぽん全部の区画の話が出て

くるから。それをどういうふうに審査するかとい

ったときに、慎重なる審査となると、本当に探偵

並みの調査能力がないとそれこそ現場にいて、こ

の緑がかった岩はどこのですかみたいな、そうい

う調査になってしまうというのがあるので、付託

をされたときの審査の方法は、かなり難しいんじ

ゃないかなと実は思っているんですけれども、も

し今日の全協みたいな場所が皆さんがあるのであ

れば、そのお金の判断よりかは、この先をどうす

るかというのを、それこそこういった自由討議的

な話をしていったほうが本当はいいんじゃないの

かなとは思っているんですね。委員会に付託され

ても逆に言うと困っちゃうんですけれども、それ

が妥当かどうかと本当に分かんないんですよね。

さっき根拠を聞いてくれた議員さんもいましたけ

れども、どれくらいの操業が遅れたことによる１

日の生産額とか、そういった話合いを基に多分出

されているんでしょうけれども、その照合も実際

にないんですよね。操業の時間に対しての、だか

ら１日の売上とかでやっているのかなとは思った

んですけれども、そういった本当に大きな条件の

下でやっていくしかないので、それを覚悟を持っ

て建設経済がやらなければならないんですけれど

も、ということで皆さん的にはどう思いますかと

いうことで、もう30分なので。 

  森本委員。 

○森本委員 委員会でやってもいいと思うんですけ

れども、ただつるし上げ的な質疑にはならないほ

うがいいのかなというのだけ気をつけてもらって。 

  要は結局市民福祉の向上につながるような質疑

にして、今後どうしたらいいかとか、例えば、ど

ういうふうに原因者を見つけることができるかと

か、どんな方法があるかとか、そこをやるならい

いんですけれども、誰が悪いんだ、誰が悪いんだ

と言っちゃうと、ちょっと議論の的がずれちゃう

のかなと思うんで、そこがしっかりしていれば委

員会付託でもいいのかなと思います。 

○齊藤委員長 あとは議案が上程された瞬間にもう

質疑の時間があって、そこでもやられてしまうと、

またちょっとややこしくなるというのがあるので、

またカシの漢字を間違って聞いている人がいるか

もしれません。 

  局長。 

○増田事務局長 総務課長といろいろ話しているん

ですけれども、執行部としては、これ３月の補正

予算案なんで、通常であれば初日即決になります

けれども、総務課長はこういった今日の全協のよ

うな事態を想定して、３月の補正予算案を２つに

分けて今作成しています。分けて、この産業団地

の分については追加で出したい。要は翌週の月曜

とか火曜とかに出して、委員会付託して議員さん

に審議をしてもらいたいというような話を執行部

としては考えている。重たいというふうに十分考

えています。そういうもう今実際の作業も予算書

を分けているという。 

○齊藤委員長 じゃ、付託しやすい状況であれば、

いいですか。 

○増田事務局長 追加で即決にすることも議員さん
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が決めるので可能は可能ですけれども。 

○齊藤委員長 分かりました。じゃ、付託はすると

いうことでよろしいですかね。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○齊藤委員長 どうせまた皆さんに審議いただくん

ですけれども、了解いたしました。じゃ、参考に

させていただきます。 

  次回の開催が先ほどから言っているように２月

17日の午前10時から何と午後３時までお昼つきで

やりますので、次は自分で食べてくださいね。す

みません。長くないと終わりませんということで、

ちょっと長く時間取らせていただいておりますの

で、先ほど皆さんにお願いしておいたところを必

ず目を通しておいてください。議員定数なんか特

にですね、あと事務事業もう一回目を通しておい

てください。議会条例もあの言葉でいいかという

ことでお願いいたします。模擬議会は、次回感想

を聞きたいと思いますので、感想も用意しておい

てください。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齊藤委員長   じゃ、以上ですみません。30分

前後ということで、かなり急ピッチで終わらせて

しまいました。ありがとうございました。 

  終了させていただきます。 

  お疲れさまでした。 

 

閉会 午後 １時３３分 
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